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平成２８年（国）第３６６号

平成２９年２月２７日裁決

主文

厚生労働大臣が平成○年○月○日付で再

審査請求人に対してした、国民年金第１号被

保険者期間における保険料納付済期間「８１

月」、全額免除期間「３６８月」、共済組合加

入期間「２４月」を年金額計算の基礎とし、

基本となる年金額を３６万７１００円とする

老齢基礎年金を支給する旨の処分を取り消

す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

主文と同旨。

第２　事案の概要

本件記録によると、請求人が本件再審査

請求をするに至る経緯として、次の各事実

が認められる。

(1)　請求人は、昭和○年○月に、下肢の

外傷による障害を支給事由とする国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和６０

年法律第３４号。以下「昭和６０年改正

法」という。）による改正前の国民年金

法による障害等級２級の障害福祉年金の

受給権を取得し、同法第８９条第１号の

規定により、同月前における直近の基準

月である同年○月分から国民年金保険料

を納付することを要しないもの（以下、

これを「保険料の法定免除」といい、保

険料の法定免除を受けた者を「保険料法

定免除者」という。）とされ、この保険

料の法定免除は後記のとおり、障害基礎

年金となった以降も継続されていた。請

求人の障害福祉年金は、昭和６０年改正

法附則第２５条第１項の規定により、昭

和○年○月○日を受給権発生の日とす

る、上記改正後の国民年金法（以下「国

年法」という。）による障害等級２級の

障害基礎年金となったが、障害福祉年金

の受給権取得時以降、所得要件を欠くこ

とを理由として全額支給停止となってお

り、現在に至るまで請求人が障害福祉年

金及び障害基礎年金を現実に受給したこ

とはない。

(2)　請求人は、昭和○年○月○日に最高

裁判所により司法修習生に任命されて裁

判所共済組合の組合員となり、昭和○年

○月に司法修習を終了して、同月○日に

裁判所共済組合の組合員資格を喪失し

た。請求人は、同月、弁護士登録をして、

弁護士を開業した。

(3)　請求人は、障害福祉年金の受給権者

及び障害基礎年金の受給権者が保険料法

定免除者となり、保険料の全額を納付す

ることを要しないものとされることを知

らなかったことから、国年法施行規則第

７５条に定める保険料免除に関する届出

をせず、また、障害福祉年金及び障害基

礎年金の受給権者が保険料法定免除者と

して自動的に登録されるシステムになっ

ていなかったことから、保険者において、

請求人が保険料法定免除者であることを

把握することはできなかった。そのため、

保険者は、請求人に対して、保険料の納

付を求め続けていた。

(4)　請求人は、昭和○年○月分から６０

歳に達する日の属する月の前月である平

成○年○月分までの３８６月（以下「本

件期間」という。）について、所定の納

付書を使用して、保険料を納付した。保

険料納付の際に、収納窓口において、請

求人が保険料法定免除者であるとの指摘

も、障害福祉年金あるいは障害基礎年金

の受給権者は、保険料納付の義務がない

との説明も一切なかった。

(5)　日本年金機構（以下「機構」という。）

が平成○年○月○日時点の年金加入記録

に基づき作成し、請求人に対して送付し

たねんきん定期便には、「これまでの年

金加入期間」として、「国民年金第１号

被保険者（未納期間を除く）　３８６月」

と、「(参考）これまでの保険料納付額」

として「(累計額）３，６２４，５７０円」

と記載されている。この「国民年金第１

号被保険者（未納期間を除く）　３８６

月」との記載は、上記（４）の本件期間

３８６月と一致していた。
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(6)　請求人は、将来の老齢基礎年金の年

金額を増やすため、平成○年○月に国民

年金の任意加入者となり、同月分から

６５歳に達する日の属する月の前月であ

る平成○年○月分までの４８月につい

て、保険料を納付した。これにより、請

求人が平成○年○月分の保険料を納付し

た時点において、年金記録上、請求人

の保険料納付済期間は、合計４３４月

（３８６月＋４８月）とされていた。

(7)　機構が平成○年○月○日時点の年金

加入記録に基づき作成し、請求人に対

して送付したねんきん定期便には、「こ

れまでの年金加入期間」として、「国

民年金第１号被保険者（未納期間を除

く）　４２０月」と、「( 参考）これま

での保険料納付額」として「( 累計額）

４，１２８，０２０円」と記載されている。

この「国民年金第１号被保険者（未納期

間を除く）　４２０月」との記載は、上

記（４）の保険料納付済期間３８６月と

平成○年○月から平成○年○月までの任

意加入期間３４月との合計４２０月と一

致していた。

(8)　国家公務員共済組合連合会理事長作

成の平成○年○月○日付の請求人に係る

年金加入期間確認通知書によると、請求

人の組合員期間を次のとおり確認したと

されている。

年金加入期間　昭和○年○月末日から

昭和○年○月初日まで

期間の種類　　組合員

組合員期間　　２５月

(9)　機構作成の平成○年○月○日現在の

加入記録に係る被保険者記録照会回答票

には、次のとおり記載されている。

加入

制度等

資格取得

年月日

資格喪失

年月日

加入

月数

① 国民年金 昭和○．○．○ 昭和○．○．○ １２

② 共済 昭和○．○．○ 昭和○．○．○ ２５

③ 国民年金 昭和○．○．○ 昭和○．○．○ ３７

④ 国民年金 昭和○．○．○ 昭和○．○．○ １９

⑤ 国民年金 昭和○．○．○ 昭和○．○．○ ２

⑥ 国民年金 昭和○．○．○ 昭和○．○．○ １４

⑦ 国民年金 昭和○．○．○ 平成○．○．○ ３２６

⑧ 国民年金 平成○．○．○ 平成○．○．○ ４８

国民年金納付済月数　４３４月　年金加入

期間合計４３４月

共済組合等加入月数　　２５月　国民年金

の対象月数４５８月

(10)　機構○○年金事務所（以下「本件

事務所」という。）が平成○年○月○日

に出力して印字した請求人に係る制度

共通年金見込額照会回答票には、「実

際の年金額はこの試算結果と異なる

事があります」とした上、「共済期間

２５月、１号納付４３４月」（注：合

計すると４５９月となるが、共済期間

は２４月とするのが正しいから、正し

くは、合計では４５８月となる。）と

して、「受発平成○年○月○日６５歳」、

「定額７３８，９９０円」「内訳合計額

７３９，０００円」と記載されている。

(11)　請求人は、平成○年○月○日（受付）、

厚生労働大臣に対し、老齢基礎年金の裁

定請求（以下「本件裁定請求」という。）

をするとともに、老齢基礎年金及び退職

共済年金を選択し、障害基礎年金を選択

しない旨記載した、年金受給選択申出書

を提出した。

(12)　本件事務所は、本件裁定請求書及び

添付書類並びに請求人に係る年金記録を

確認したところ、同年○月○日、障害福

祉年金及び障害基礎年金の受給権者とし

て保険料の法定免除とすべき期間につい

て、保険料が納付されていることが判明

した。同日、本件事務所年金課長が上部

にした報告によると、「障害基礎年金に

該当したものの、全ての期間が、収入要

件による全額停止で、今後も収入が下が

る見込みは無いため、老齢年金を増額す

るために保険料の納付を続けてこられま

した。平成○年○月に６１歳で任意加入

された時にも、区役所や年金事務所から

免除としなければならない旨の説明は無

かったとの事です。」とされており、同

年金課長の同日の対応として、「お客様

に対して、障害年金の発生以降の保険料

は免除となり、納付された保険料は還付
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になる旨をお伝えしたところ、収入要件

による全額停止のまま受給したことの無

い障害年金のために、年金額が不利に計

算されることにはご納得いただけません

でした。納付を有効と出来るか否か日本

年金機構本部に協議し、後日回答するこ

ととしました。」と記録されている。

(13)　その後の本件事務所の対応として、

①　本件事務所が平成○年○月○日付で

した協議について、機構本部は、平成○

年○月○日付で、「国民年金保険料につ

いては、国民年金法第８９条の規定によ

り障害基礎年金の受給権者となるなど定

められた要件に該当するに至ったとき

は、その該当するに至った日の属する月

の前月からこれに該当しなくなる日の属

する月までの期間に係る保険料は、既に

納付されたものを除き、納付することを

要しないものとされている。したがって、

当該要件に該当するに至った日の属する

前月以降に納付されていた保険料につい

ては、還付すること。」と回答したこと、

②　同月○日には、機構本部から本件事

務所に対し、職権による法定免除入力処

理をするようにとの指示があったこと、

本件事務所は、請求人の資格記録に任意

加入期間があるため、得喪日の確認後に

処理する必要があることから、戸籍の全

部事項証明書等の公用請求をしたこと、

③　取得した戸籍の全部事項証明書等を

確認し、請求人の国民年金資格記録を訂

正した上、同月○日、機構○○事務セン

ターに対し、請求人の被保険者記録につ

いて、「昭和○年○月から同年○月まで

の期間」（３月）、「昭和○年○月から昭

和○年○月までの期間」（３７月）、「昭

和○年○月から昭和○年○月までの期

間」（２月）、「昭和○年○月から平成○

年○月までの期間」（３２６月）の合計

○○○月を法定免除期間に訂正する入力

処理を依頼したこと、④　同年○月○日、

機構○○事務センターでの上記③の法定

免除入力処理が完了したこと、⑤　本件

事務所お客様相談室長は、同日、請求人

に架電して、納付は認められず保険料は

還付となった上で老齢基礎年金が裁定さ

れる旨を説明したこと等が認められる。

(14)　しかして、厚生労働大臣は、平成○

年○月○日付で、請求人に対し、国民年

金第１号被保険者期間における保険料納

付済期間「８１月」、全額免除期間「３６８

月」、共済組合加入期間「２４月」を年

金額計算の基礎とし、基本となる年金額

を３６万７１００円とする老齢基礎年金

を支給する旨の処分（以下「原処分」と

いう。）をした。

(15)　厚生労働省年金局事業管理課長は、

平成○年○月○日付で、請求人に対し、

「国民年金保険料過誤納額還付充当通知

書」をもって、本件期間のうちの昭和○

年○月から昭和○年○月までの２５月、

昭和○年○月から昭和○年○月までの２

月、昭和○年○月から平成○年○月まで

の３２６月の合計３５３月（以下「本件

還付対象期間」という。）に係る保険料を、

過誤納保険料であるとして、還付する旨

の通知（以下「本件還付通知」という。）

をし、本件還付通知に係る通知書は平成

○年○月○日に請求人に到達した。

(16)　請求人は、原処分を不服として、標

記の社会保険審査官に対する審査請求を

経て、当審査会に対し、再審査請求をし

た。請求人が主張する再審査請求の理由

は、別紙１及び別紙２記載のとおりであ

る。請求人の主張に対する保険者の意見

は、別紙３記載のとおりである。

第３　当審査会の判断

１　厚生労働大臣は、請求人は昭和○年○

月○日を受給権発生の日とする障害福祉

年金（昭和○年○月○日以降は障害基礎

年金）の受給権者であるから、保険料に

ついては、昭和○年○月から法定免除と

なり、本件還付対象期間（３５３月）の

保険料として納付された保険料について

は、過誤納保険料として還付すべきもの

であり、当該期間は、保険料納付済期

間とはならないから、国民年金第１号

被保険者期間における保険料納付済期

間「８１月」、全額免除期間「３６８月」、

共済組合加入期間「２４月」を年金額計
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算の基礎としてした原処分は適法かつ相

当であると主張している。

２　しかしながら、厚生労働大臣の上記主

張は採用することができない。その理由

は次のとおりである。

(1)　すなわち、上記第２の認定事実に

よると、請求人は、６０歳に達するま

でに、昭和○年○月から平成○年○月

までの本件期間３８６月のうちの本件

還付対象期間３５３月分について、保

険者から送付されるなどした納付書に

より、長きにわたって保険料を納付し

てきたものである。請求人は、本件還

付対象期間はその全期間にわたって、

障害福祉年金（昭和○年○月以降は障

害基礎年金）の受給権者として保険料

法定免除者であって、その全額の納付

を要しないものであり、納付された保

険料は納付義務のない者が納付したも

のとして、これを収納することのでき

ないものであるから、誤って納付され

たものということはできる。しかしな

がら、保険者は、請求人が保険料法定

免除者であることを把握することがで

きておらず、保険料の納付書を送付す

るなどして保険料納付を求め続けてき

たものである。社会通念からすれば、

一般通常人が、市町村役場や社会保険

事務局あるいは社会保険事務所又は年

金事務所から保険料の納付書の送付を

受けるなどしてその納付を求められた

場合に、自分には保険料を納付する義

務があると考えるのは当然であり、本

件還付対象期間において、保険料法定

免除者であるとの指摘もなかったので

あるから、請求人が納付の求めに応じ

て本件還付対象期間について保険料を

納付したことは、事態の自然の流れと

して是認することができるものであ

る。

(2)　もとより、請求人は、昭和○年○

月に弁護士登録をした弁護士であり、

法曹実務家として弁護士業務に従事し

ていた者であるから、国民年金制度を

含む法律制度に通じていたとはいえる

のであって、自らの保険料納付義務の

存否判断については、一般通常人より

も高度の注意義務があったということ

はできる。しかしながら、請求人の障

害福祉年金及び障害基礎年金について

は、収入要件を欠くことから受給権発

生とともに支給停止となっており、現

実には、請求人は、各受給権発生以来

一度もその支給を受けたことはないの

であって、自らが保険料法定免除者で

あるとの自覚もなかったものと認める

のが相当であり、請求人自身も本件審

理期日においてその旨陳述していると

ころである。そして、平成○年○月以

降、国会の社会保険庁改革関連法案の

審議中に、社会保険庁のコンピュータ

入力した年金記録のミスや不備が明ら

かとなって、年金記録のずさんな管理

が指摘されて国民からの批判を受け

た、いわゆる宙に浮いた年金問題を契

機として社会保険庁が廃止され、平成

２２年１月１日に機構が発足した後も

変わることなく、請求人の許には保険

料の納付書が送付され続けたのであ

り、しかして、平成○年○月○日時点

の年金加入記録に基づき、機構が作成

し、請求人に対して送付したねんきん

定期便に記載された「これまでの年

金加入期間」は、「国民年金第１号被

保険者（未納期間を除く）　３６８月」

とされていたのであり、この３６８月

という記載は、本件期間３６８月と一

致するものである。新たに発足した機

構から送付されたねんきん定期便にお

いて、本件期間が「国民年金第１号被

保険者（未納期間を除く）　３８６月」

とされていることを確認した請求人と

しては、本件期間に含まれる本件還付

対象期間が年金額計算の基礎となると

信じ、保険者が本件還付対象期間を年

金額計算の基礎として老齢基礎年金を

裁定するものと信頼するのは当然のこ

とであり、その信頼は保護されなけれ

ばならない。

(3)　その後、請求人は、将来の受給額
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を増やす必要を感じて任意加入するこ

ととしたのであり、任意加入の手続を

する際に、窓口において、請求人が保

険料法定免除者であったことや、既に

収納されている本件還付対象期間に係

る保険料が過誤納保険料として還付す

べきものであるとの指摘も一切なかっ

たものであり、任意加入期間中の平成

○年○月○日時点の年金加入記録に基

づき、機構が作成し、請求人に対して

送付したねんきん定期便に記載された

「これまでの年金加入期間」の「国民

年金第１号被保険者（未納期間を除く）　

４２０月」との記載も、それまでの納

付期間と一致していたものであり、請

求人において、本件還付対象期間が年

金額計算の基礎となると信じ、保険者

が本件還付対象期間を年金額計算の基

礎として老齢基礎年金を裁定するもの

と信頼するのは当然のことであり、そ

の信頼は保護されなければならない。

さらに、本件裁定請求に先立って印字

された平成○年○月○日現在の加入記

録に係る被保険者記録照会回答票及び

本件事務所が平成○年○月○日に出力

して印字した請求人に係る制度共通年

金見込額照会回答票においても、本件

還付対象期間が保険料納付済期間とさ

れていることからしても、請求人の保

険者に対する信頼はさらに高まったも

のと認められるのであって、これらの

信頼は、十分保護するに値するもので

ある。

(4)　ところが、保険者は、上記第２の

（12）及び（13）認定の経緯を経て、

原処分を行い、同（15）認定のとおり、

本件還付通知に至ったのである。請求

人が長年にわたって営々と築き上げた

本件還付対象期間に係る保険料納付済

期間としての外形的事実は、本件裁定

請求を契機とする調査により覆される

までの間、真実の権利を伴うものとし

て扱われてきたものであり、還付対象

期間における保険料納付は、請求人の

一方的行為により作出されたものでは

なく、保険料納付書の送付等という保

険料納付に必要不可欠な保険者側の行

為がなければ作出されなかったもので

あり、しかも、２度にわたり、「大切

な「未来」への情報」を謳うねんきん

定期便において真実の権利を伴うもの

として確認されたものであることから

すれば、行政手続にも適用されると解

される信義誠実の原則に照らして考慮

すると、永続して継続してきた本件還

付対象期間に係る保険料納付済期間と

しての外形的事実は実質的な権利を伴

うものとして、取り扱うのが相当であ

り、これを覆し、本件還付対象期間を

年金額計算の基礎としないで老齢基礎

年金を裁定することは、信義誠実の原

則からして許されないものというべき

である。

３　以上の認定及び判断の結果によると、

本件還付対象期間を年金計算の基礎とし

ないで行った原処分は妥当でないから、

これを取り消すこととして、主文のとお

り裁決する。
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